
《児童福祉法 参照条文》

◎児童福祉法（昭和22年法律第164号）
【家庭的保育事業関係部分（平成22年４月１日施行）】

第六条の二 （略）
９ この法律で、家庭的保育事業とは、乳児又は幼児であつて、市町村
が第二十四条第一項に規定する児童に該当すると認めるものについ
て、家庭的保育者（市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）が行
う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であつて、
これらの乳児又は幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認める
ものをいう。以下同じ。）の居宅その他の場所において、家庭的保育者
による保育を行う事業をいう。

第二十四条 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定め
る基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又
は第三十九条第二項に規定する児童の保育に欠けるところがある場
合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育
所において保育しなければならない。ただし、保育に対する需要の増
大、児童の数の減少等やむを得ない事由があるときは、家庭的保育事
業による保育を行うことその他の適切な保護をしなければならない。

２～５ （略）

第三十四条の十四 市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あ
らかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、
家庭的保育事業を行うことができる。

２ 市町村は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変
更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければな
らない。

３ 市町村は、家庭的保育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、
あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出な
ければならない。

第三十四条の十五 家庭的保育事業を行う市町村は、その事業を実施
するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準を遵守しなけ
ればならない。

第三十四条の十六 都道府県知事は、前条の基準を維持するため、家
庭的保育事業を行う市町村に対して、必要と認める事項の報告を求
め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育
事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させ
ることができる。

２ 第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について
準用する。

３ 都道府県知事は、家庭的保育事業が前条の基準に適合しないと認
められるに至つたときは、その事業を行う市町村に対し、当該基準に
適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

４ 都道府県知事は、家庭的保育事業を行う市町村に対して、次に掲
げる事由があるときは、その事業の制限又は停止を命ずることができ
る。
一 その市町村が、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに

基づいてする処分に違反したとき。
二 家庭的保育者が、その事業に係る乳児又は幼児の処遇につき不

当な行為をしたとき。

第三十四条の十七 家庭的保育事業を行う市町村は、家庭的保育事
業による保育を行うことを希望する保護者の家庭的保育者の選択及
び家庭的保育事業の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省
令の定めるところにより、その区域内における家庭的保育者、家庭的
保育事業の運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し
情報の提供を行わなければならない。
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